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別紙 

 

公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団 

「第 33回国民文化祭おおいた 2018」「第 18回全国障害者芸術・文化祭おおいた大会」特別企画 

及び「『OASISひろば 21』開館 20周年記念事業」広報業務企画提案仕様書 

 

1. 委託業務の名称 

公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団「第 33 回国民文化祭おおいた 2018」「第 18 回全

国障害者芸術・文化祭おおいた大会」特別企画及び「『OASISひろば 21』開館 20周年記念事業」広

報業務 

2. 業務の目的 

当財団広報誌やイベントカレンダー、ホームページやSNS等の当財団のメディアや新聞、テレビ、ラ

ジオだけでなく、インターネットや雑誌、フリーペーパー、交通広告、街頭広告、イベント等のメディ

アを活用することで、本年10・11月開催の「国民文化祭おおいた2018」「全国障害者芸術・文化祭大

分大会」特別企画及び「OASISひろば 21 20周年事業」をより効果的な広報を行うことにより、誘客に

つなげていくことを目的とする。 

3. 業務期間 

契約締結の日から平成 30年11月25日（日）までとする。 

4. 業務の概要と範囲 

① 広報誌やイベントカレンダー、ホームページや SNS 等の当財団のメディアや新聞、テレビ、ラ

ジオ以外のメディア（インターネットや雑誌、フリーペーパー、交通広告、街頭広告、イベント等）

を活用した本事業の広報に関する提案及びその実行 

② テレビやインターネット等に使用する本事業全体のCM動画の制作 

5. 仕様詳細 

① 広報対象となるメイン企画 

(ア) 大分県立美術館 

A) 日本モダンの精華－京都国立近代美術館コレクション 9月28日（金）～10月21日（日） 

B) 国宝、日本の美をめぐる－東京国立博物館名品展 11月2日（金）～25日（日） 

C) 「海と宙の未来」展 10月2日（火）～11月25日（日） 

D) おおいた美術散歩－OPAM & 豊の国 10月2日（火）～11月25日（日） 

(イ) iichiko総合文化センター 

A) G.ヴェルディ作曲 オペラ『アイーダ』 10月28日（日） 

B) ミュージカル「マイ・フェア・レディ」 10月31日（水）、11月1日（木） 

C) 「オーケストラと合唱の祭典」 11月4日（日） 

(ウ) おおいた国際交流プラザ 

A) 世界のお茶文化を紹介する国際理解講座 10月 
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※ 各企画の概要は以下のサイトを参照。 

http://www.emo.or.jp/emo/organ/backnumber/vol79/vol79-01.pdf 

http://www.opam.jp/exhibitions/detail/321 

② 広報対象エリア 

(ア) 大分県内及び福岡県、宮崎県をメインエリアとする。 

③ CM動画 

(ア) 映像は、本事業全体に加え、当財団を PRするものとする。 

(イ) 映像は、平成 30年7月1日には放送局において放映開始できるスケジュールで制作する

こと。 

(ウ) 制作する本事業全体の CM 動画の尺は、15 秒を必須とし、それ以外の尺のものについて

は、映像の活用とあわせて提案するものとする。 

(エ) 映像の主目的は、本事業全体を PRすることであるが、本事業終了後も、当財団の PR部分

を切り出す等、当財団の PRとして活用できることが好ましい。 

④ 既計画の広報手段 

以下の（ア）～（エ）のメディアについては、別途活用を計画している。そのため、それ以外のメ

ディアでの広報を主とした提案とすること。ただし、以下のメディアであっても、提案者の強みを

活かしたより有効な活用方法があれば、併せて提案することも可とする。 

(ア) 新聞－大分県内（メイン）／近県 

(イ) テレビ－大分県内（メイン）／近県 

(ウ) ラジオ－大分県内 

(エ) 当財団メディア－広報誌やイベントカレンダー、ホームページや SNS等 

6. 成果物 

① 広報誌やイベントカレンダー、ホームページや SNS等の当財団のメディアや新聞、テレビ以外

のメディア（インターネットや雑誌、フリーペーパー、交通広告、街頭広告、イベント等）を活用

した本事業の広報 

② テレビやインターネット等に使用する本事業全体の PR映像 

7. その他留意事項 

① 本業務の提案にあたっては、本仕様書の指示に従うこと。ただし、有用と思われる手段など、当

財団にとって有益なアイデアは積極的に取り入れること 

② 成果物及び映像データの著作権は、原則として当財団に帰属する。なお、第三者が従前から

保有していた著作物の著作権についてはこの限りでない。 

 


